
中学校体育 

 中学校保健体育科においては，「体育や保健

の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的

な解決に向けた学習過程を通して，心と体を一

体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保

持増進し豊かなスポーツライフを実現するため

の資質・能力を育成する」ことを目指している。 
 学習指導要領の全面実施から中学校では今年

で５年目を迎える。体育授業においても，運動

の特性や魅力に触れる楽しさや喜びを全ての生

徒に味わわせ「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた授業改善が進められている。 
授業改善に向けては，指導内容の明確化や指

導と評価の一体化を図り，各単位時間のつなが

りを意識した学習過程を組み立て，授業の充実

を図っていく必要がある。 
 そして，「めあてをもって進んで運動，仲間と

学ぶ，喜びあふれる体育・保健体育授業」を展開

し，生涯にわたって豊かなスポーツライフを実

現できる生徒の育成を図ることが重要である。 
 

令和６年度の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 体力合計点と運動・スポーツ好意度の関係（女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生徒の体力等について 

 

１ 学習指導要領の趣旨を踏まえた学習指導
の充実 

２ 総合的な体力向上を目指した，組織的な取
組の工夫 

３ 体育的活動時の事故防止の徹底 

「令和６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」から 

【体力合計点及び生徒質問紙】 

 
図 1 体力合計点と運動・スポーツ好意度の関係（男子） 

 
図 2 体力合計点と運動・スポーツ好意度の関係（女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴令和６年度「中学校体育に関する調査」から 

○保健体育科の指導計画等作成状況 

 体育・健康に関する「全体計画」，学習指導要領に対

応した「年間指導計画」，学習指導要領に基づいた

「内容のまとまりごとの評価規準」，「単元の評価規

準」の作成状況  356 校（100%） 

⑵「令和６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査

質問紙」（生徒質問紙）から 

○保健体育の授業では進んで学習に参加しているか。

「いつも，だいたい進んで学習している」割合 

  中 2 男子 埼玉県 92.2% (全国公立 91.6%)  

  中 2 女子 埼玉県 91.1% (全国公立 89.0%) 

○友達と助け合ったり，教え合ったりして学習するこ

とで，「できたり，わかったり」することが「いつ

も，だいたいある」割合 

 中 2 男子 埼玉県 90.5% (全国公立 89.4%)  

  中 2 女子 埼玉県 91.9% (全国公立 89.7%) 

〇学習したことを振り返ることで，「できたり，わかっ

たり」することが「いつも，だいたいある」割合 

 中 2 男子 埼玉県 84.1% (全国公立 82.8%)  

  中 2 女子 埼玉県 85.4% (全国公立 82.1%) 

 成 果  

⑴単元計画作成上の工夫改善 

○全ての生徒が運動の特性や魅力に触れ，運動の

楽しさや喜びを十分に味わうことができる単元

計画の編成。 

○指導内容をバランスよく配置し，生徒が学習意

欲をもてるよう単元計画を編成。 

⑵１単位時間の指導計画の充実 

○「ねらい」，「学習活動」，「振り返りとまとめ」

のつながりを意識した授業の展開。 

○ＩＣＴを効果的に活用し，主体的・対話的で深

い学びの実現に向けた授業改善。 

⑶運動やスポーツとの多様な関わり方と関連付け

た「楽しい」体育授業の視点（図１，図２） 

 課 題  

 現 状  

⑶令和６年度中学校体育授業研究会等から 

○教具やルール，学習形態を工夫し生徒の主体的

な学びを引き出す授業が多く見られた。 

○ＩＣＴを効果的に活用した授業や場面が多く見

られた。 

○各地区ともに参会者による研究協議が活発に行

われ，短時間でも協議の柱に沿った，質の高い

協議が行われていた。 

 

１ 学習指導要領の趣旨を踏まえた学習指導の充実 
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⑴「令和６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総合的な体力向上を目指した，組織的な

取組の工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 R6 全国平均値と R5 県平均値との体力の比較 

⑵「令和 6 年度新体力テスト」から 

 
図 4 新体力テスト総合評価 A+B+C の生徒の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 体育的活動時の事故防止の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 5 負傷の場合別災害申請件数の割合（R5） 

 「独立行政法人日本スポーツ振興センター資料」から 

 

図 6 負傷発生件数に占める体育的活動時及び  

   体育的部活動中の割合（R5） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○体育的活動時の事故防止の徹底 

・体育活動中及び体育的部活動中の負傷発生割合は

減少しているものの，学校における負傷発生件数

の79.2%が体育活動中に発生している。各学校に

おいても引き続き，県の通知等をもとに，事故防

止について徹底を図る。 

・事故対応マニュアル，特に初期対応等の共通理解

を図るなど，危機管理体制を確立する。 

 課 題  

○総合的な体力向上を目指した,組織的な取組の工夫 

・新体力テスト総合評価 A+B+C の生徒の割合を見

ると前年度との比較において微増している。自

校の体力課題を学校全体で把握し，更なる組織

的な取組の工夫が大切である。（図４） 

・生徒一人一人に合った体力向上に向けた，目標

や必要感を持たせ，主体的に取り組める内容を

工夫することで，総合的な体力の向上を図る。 

 課 題  

⑴「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」（中２

男女）から【※全国公立・さいたま市含む】 

○本県生徒の体力は，男女ともに，全国の平均値

と比較してかなり高い水準を維持。（図３） 

⑵「全国体力・運動能力，運動習慣等調査質問紙」

（中２男女）から【※全国公立・さいたま含む】 

○体力テストの結果などを基に体力の向上につい

て，自分なりの目標を立てている。 

 男子 77.6%(全国 74.0%)女子 73.1%(全国 67.6%) 

 成 果  令和５年度学校管理下の負傷発生件数（図 5，図 6） 

○学校管理下における負傷申請件数 

 R4 13,980 件 → R5 14,587 件（607 件増） 

○体育的活動中の負傷申請件数 

 R4 11,317 件 → R5 11,564 件（247 件増） 

○学校管理下における体育活動中の負傷発生割合 

 R4 81.0％  → R5 79.2％  （1.8ｐ減） 

○学校管理下における体育的部活動中の負傷発生割合 

 R4 45.8％  → R5 43.9％  （1.9ｐ減） 

 

１ 学習指導要領の趣旨を踏まえた学習指導の
さらなる充実 

２ 総合的な体力向上を目指した，組織的な取
組の工夫 

３ 体育的活動時の事故防止の徹底 

 令和７年度の課題  

 現 状  

 現 状  

男子 

女子 
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令和７年度の課題と努力事項 

 

 

 

１ 指導計画作成の留意点 

 保健体育科の目標を達成するためには，学習指

導を計画的に，しかも効率よく展開する必要があ

る。そのため，地域や学校の実態，生徒の心身の発

達の段階や特性等を十分考慮し,中学校の３学年

間を見通した上で目標や内容を的確に定め，調和

のとれた具体的な指導計画を作成することが大切

である。 

そして，保健体育科の目標を達成し，運動好きな

生徒を育成するためには，学習指導要領等に基づ

き，どのように単元及び１単位時間の計画を作成・

実施・評価・改善し，次に向けて改善していくかと

いう，PDCA サイクルを確立したカリキュラム・マネ

ジメントの視点が重要である。（二次元コード①） 

 

２ 単元計画（指導と評価の計画）作成のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★目指す授業像を追い求めた授業実践★ 

 昨年度，埼玉県の目指す体育・保健体育授業の 

スローガンを１５年ぶりに変更した。 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

      今後，県内各地域の学校において，

このテーマをもとにさらに運動好き 

     な生徒の育成を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次元コード① 埼玉県中学校教育課程編成要領 

学習指導要領の趣旨を踏まえた学習指導の

さらなる充実 

課題１ 

【埼玉県運動好きな児童生徒育成検討委員会作成資料の活用】 

学びや伸びを積み重ねる指導計画の工夫

 
単元の前半では，運動の特

性や魅力に触れる楽しさや

喜びが味わえるよう，全員

で行える易しい運動に取り

組んだり，既習内容の確か

めとなる運動や，試しのゲ

ームを行う。 

 
 
 

運動の行い方や運動・安全

の確保の仕方などの科学的

知識を基に運動の技能を身

に付けることで，その理解

を一層深めるなど，知識と

技能を関連させて学習でき

るようにする。 
 
 
 

 
 
 

単元を通して一人一人が「楽しさ」を味わえ

たり，「伸び」を実感したりしながら資質・

能力を育むことができるよう工夫する。 
 

１単位時間の授業のみで学習を完結するので

はなく目指すゴール像へ向けて，単元を通し

てつながりをもたせ，それを生徒が感じるこ

とができるようにする。 
 

 これまで，中学校体育授業研究会や中学校

保健体育研究協議会でもお知らせしてきた

が，令和３年度から令和５年度までの３年計

画で「運動好きな児童生徒育成検討委員会」

を設置し，体育授業を通して，運動好きな児

童生徒の育成を図ってきた。（二次元コード②） 

 「運動好きな児童生徒育成検討委員会」で

は，運動の特性や魅力に触れる楽しさや喜び

を味わわせ，運動好きな児童生徒育成のた

め，単元計画を作成する考え方を示したリー

フレット及びリーフレットの趣旨を踏まえた

授業動画資料を作成した。（二次元コード③） 

 年度初め，学期初め，単元開始前等に単元

計画を作成する上で，是非活用を図りたい。 

 

 

二次元コード② 

運動好きな児童

生徒育成検討委

員会 

二次元コード③ 

全編動画 

二次元コード④  

埼玉県中学校教育課程実践事例集 

第 7 節 保健体育 

（二次元コード④）  
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３ 喜びあふれる保健体育授業を目指して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇主体的な学び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇対話的な学び 

 

 

 

 

 

 

〇深い学び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ＩＣＴの効果的な活用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全 

ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学 

びと，協働的な学びの実現～（答申）では，学校教 

育の質の向上に向けたＩＣＴの活用について上記 

のように示されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＩＣＴの活用により新学習指導要領を着実に

実施し，学校教育の質の向上につなげるために

は，カリキュラム・マネジメントを充実させつ

つ，各教科等において育成を目指す資質・能力

等を把握した上で，特に「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業改善に生かしてい

くことが重要である。 
 その際，１人１台の端末環境を生かし，端末

を日常的に活用することで，ＩＣＴの活用が特

別なことではなく「当たり前」のこととなるよ

うにするとともに，ＩＣＴにより現実の社会で

行われているような方法で児童生徒も学ぶな

ど，学校教育を現代化することが必要である。

児童生徒自身がＩＣＴを「文房具」として自由

な発想で活用できるよう環境を整え，授業をデ

ザインすることが重要である。 
 
 
 
 

・ＩＣＴ機器の活用は目的ではなく，授業を効果 
 的に進めたり，学びを深めたりするための手段 
 である。 
・育成すべき資質・能力を見据えた上で，ＩＣＴ 
 を活用する利点を踏まえ，活用する場面と活用 
 しない場面を効果的に組み合わせる。 
・生徒の撮影時には，授業のいつ撮影するのか， 
 何回撮影するのか，どんな場面を撮影するのか 
 教師と共通理解を図る。 
・撮影するポイント，画像や映像を見合う時のポ 
 イントを知識として生徒同士に理解させ，その 
 後の話合いに活かす。 
 ※撮影する場面，見る場面を絞ることが重要 

 

 

体育授業における「主体的・対話的で深い学び」 

の実現に向けた授業改善について

 
体育授業では３つの資質・能力を偏りなく，

バランスよく育み，豊かなスポーツライフを送

る素地を育むことが大切である。 

そのためには，子どもたちに何を学ばせるの

か，何を身に付けさせるのかを，教員がしっか

り理解し，学習内容や時間のまとまりを見通し

ながら単元計画を作成し，「主体的・対話的で

深い学び」の実現に向けて絶えず授業改善を行

っていくということが重要である。 

 つまり「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善を考えることは，単元や題材

など内容や時間のまとまりをどのように構成す

るかというデザインを考えることにつながる。 

 

 

 

 

ＩＣＴの効果的な活用場面 
 

「教育の情報化に関する手引き‐追補版‐（令和２年６月）」より抜粋  

①生徒の学習に対する興味・関心を高める場面 
②生徒一人一人が課題を明確に把握する場面 
③動きを撮影した画像を基に，グループでの話合い 
 を活性化させる場面 
④学習の成果を確認し，評価の資料とする場面 
⑤情報の収集や表現をする場面 

 
 
 
 

ＩＣＴ活用の留意点

 

授業改善の視点  

授業改善の視点  

授業改善の視点  
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５ 豊かなスポーツライフの実現に向けた運動や  

 スポーツの多様な楽しみ方 

  

 

  

 

 

 

 

中学校学習指導要領解説では，豊かなスポーツ

ライフの実現を重視し，スポーツとの多様な関わ

り方を楽しむことができるようにする観点から，

体力や技能の程度、性別や障害の有無等にかかわ

らず，運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有す

ることができるよう，共生の視点を踏まえて指導

内容を示すこととされている。 

  

文部科学省が令和４年に行った「通常の学級に

在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒

に関する調査」では，学習面又は行動面で著しい

困難を示す児童生徒の割合が小中学校では 8.8％

であったという結果が報告されている。 

 体育の授業においても，生徒の障害に起因する

困難さを感じている生徒も一定の割合で存在して

いる。つまり，障害のある生徒と一緒に体育の授

業をすることを前提として，指導を考えなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的には，中学校学習指導要領解説保健体育

編 234，235 ページに学校や地域の実態に応じた配

慮の例が示されている。 

 障害の有無等にかかわらず，仲間ととともに学

ぶ体験は，生涯にわたる豊かなスポーツライフの

実現とともに、スポーツを通した共生社会の実現

につながる重要な学習機会であることから指導の

充実を図ることが大切である。 

 

 

 埼玉県における男女共習の現状 

 

 

 

 

 

▲男女共習を難しいと考えてしまう理由（例） 

  ・男子が物足りないと感じる… 

  ・体力や技能に差があって指導が難しい… 

 

 

 

  ・接触のある活動ができない… 

 

 

 

 男女が共に学ぶ授業を，生涯にわたる豊かなス

ポーツライフの実現に向けた重要な学習の機会

と捉え，豊かなスポーツライフの実現と関連付け

て理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 資料の活用 

県立総合教育センター 

学校体育コミュニケーションサイト 

https://ecsweb.center.spec.ed.jp/J001/ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜計画作成及び学習指導の改善に関する資料＞ 
・中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 
   平成２９年７月  文部科学省 
・埼玉県中学校教育課程編成要領 
   平成３０年３月  埼玉県教育委員会 
・埼玉県中学校教育課程実践事例     
   令和４年３月   埼玉県教育委員会 
・教育の情報化に関する手引（追補版） 
   令和２年６月   文部科学省 

令和６年度「中学校体育に関する調査」から 

○選択制授業の実施 授業形態 調査対象 356 校          

 

 

 

共生の視点を重視した指導 
 

学習指導要領における新たな視点 

男女共習について 

男女共習をどのように考えるか 
 

男女共習授業の充実にむけて 
 

生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現 
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 総合的な体力向上を目指した，組織的な取組の

 工夫 

○学校の教育活動全体を通じた組織的な取組 

 令和５・６年度埼玉県体力課題解決研究指定校

の熊谷市立妻沼西中学校では，研究主題を「知徳

体のバランスの取れた生徒の育成」，副題を「自

ら進んで体力を高める生徒の育成」とし，研究主

題の具現化に向けて，授業研究部，基盤づくり部，

調査研究部会の三つの部会をつくり，全校を上げ

て取り組んだ。 
（１）運動好きな生徒の育成  

 生徒の発達段階を踏まえて，段階的かつ計画的

に指導を重ねることで，運動好きな生徒を増や

し，体力向上への意欲を促進する指導方法の「工

夫を行った。 

 
（２）日常生活の中で，自然と体を動かす取組 

 体育の準備運動で取り入れている「めにしク

ス」を行事等で行ったり，体を動かしながら学習

する「西中オリンピック」を行ったりして，思わ

ず楽しく体を動かすことを促した。 

 
【研究の成果】 

・令和５年度（１年生），令和６年度（２年生） 

の同じ生徒に行ったアンケートでは，質問項目 

「保健体育の授業は好きですか」について「好き」 

の生徒が約 40％→約 90％（50％増）に増加した。 

 
各学校においても，体力向上を記録の向上のみ

で捉えるのではなく，生徒一人一人が「何のため

に体力を高めるのか」を科学的に理解し，自ら体

力を高めようとする意欲の醸成を目指す。その

際，保健体育の授業のみでなく，教科横断的な視

点をもち教育活動全体を通し，組織的な取組を推

進していただきたい。 

 県教育委員会では，毎年度当初「体育的活動時

における事故防止について」，「体育授業・運動

部活動における事故防止の５則」,及び「水泳等の

事故防止について」等を通知し，事故防止の徹底

を図っている。 

 各学校においては，これらの通知をもとに，全

校を挙げての事故防止の徹底及び迅速かつ適切

な初期対応を行うことが重要である。 

 特に首から上の負傷については，たとえ外傷が

なくとも，救急搬送を念頭に置き，迅速に対応す

ることが求められる。 

【体育授業・運動部活動における事故防止の５則】 

１ 児童生徒の実態に即した指導計画の作成 

２ 施設・設備・用具などの日々の安全点検の励行 

３ 活動開始前の健康観察の実施 

４ 活動中や活動後の声掛けと安全確認 

５ 事故発生時の迅速かつ適切な対応 

  

    

  また，近年は猛暑・酷暑を記録する日数が増

え，生徒が熱中症の疑いで救急搬送されるとい

う事案も多く発生しており，重大事故につなが

るケースもある。 

【7月～9月におけるさいたま市の真夏日・猛暑日数】 

真夏日数 74日 ＊参考 R5年度：80日 

(30℃以上) 

猛暑日数 42日 ＊参考 R5年度：33日 

(35℃以上) 

  令和７年度においても，熱中症事故の防止に 

 ついては，万全を期した対応が求められる。 

  県教育委員会が作成した県立 

 学校版「熱中症対策ガイドライ 

 ン」 （二次元コード⑤） 等を 

参考に，自校の「危機管理 

マニュアル（熱中症に係る 

内容）」等を適切に改訂す 

るようお願いしたい。 

【熱中症予防の原則】 

① 環境条件を把握し，それに応じた運動，水

分補給を行うこと 

② 暑さに徐々に慣らしていくこと 

③ 個人の条件を考慮すること 

④ 服装に気を付けること 

⑤ 具合が悪くなった場合には早めに運動を中

止し，必要な処置をすること 

 

 

 体育的活動時の事故防止の徹底 

課題２ 

「体育的活動時における事故防止について（通知）」 

（令和 6 年 4 月 1 日付 教保体第 1 号）から抜粋 

「県立学校版熱中症対策ガイドライン」から抜粋 

課題３ 

二次元コード⑤ 

県立学校版「熱中症

対策ガイドライン」 

-23-


